（様式１－１）
令和　　年　　月　　日　
京都「千年の心得」推進協議会　委員長殿

所在地：
事業者名（法人名）：
代表者役職・氏名：　　　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _Hlk101253168]京都「千年の心得」推進協議会　観光コンテンツ造成支援事業（国内旅行者向けコンテンツ）
　補助金交付申請書

　 観光コンテンツ造成支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり、関係書類を添えて、補助金の交付を申請します。

記

１　補助金交付申請額
　　　　　　　　　　　　　　円（最大４０万円、千円未満切り捨て）

２　申請事業者情報
	主な業務内容
	

	事業者HP（URL）
	
※事業者HPがない場合は、事業者概要が分かる書類（パンフレット等）を添付してください。

	申請事業の内容について発信可能なSNS公式アカウント等の有無
	選択肢
	アカウント名、URLなど

	
	□Google Business Profile
	

	
	□Instagram
	

	
	□Facebook
	

	
	□X（旧Twitter）
	

	
	□YouTube
	

	
	□TikTok
	

	事業者区分
	□消費税法における納税義務者とならない事業者
□免税事業者である事業者
□簡易課税事業者である事業者
□課税事業者

	申請事業者の
特徴や補足情報
	










	事業担当者情報
	ふりがな：　
	TEL：　

	
	氏　名：　
	E-mail：



３　想定事業費
申請時点での「見込み」を記載してください。本記載内容を基に、交付決定を行います。なお、補助金は、事業終了後に実績報告書を提出いただき、審査のうえで額を確定し支払います（精算払い）。また、ご記入の内容についてお尋ねする場合がありますので、その際はご回答をお願いします。
⑴　収入（対象経費に充てるもののみ）
	費目
	金額

	補助金申請額※１（最大４０万円）
（観光コンテンツ造成支援事業補助金）
	円

	借入金
	円

	事業収入（参加費、協賛金等）
	円

	自己資金
	円

	収入合計※２（見込額）
	円



⑵　支出（対象経費に充てるもののみ）
	費目
	金額
	支出内容

	人件費
	円
	

	需用費
	円
	

	プロモーション費
	円
	

	委託費
	円
	

	備品購入費
	円
	

	企画費・マーケティング費
	円
	

	その他経費
	円
	

	支出合計※２（見込額）
	円
	－

	　うち補助金申請額※１
・支出合計×1/2、（最大40万円）
・千円未満端数切捨て
	円
	－



・各費目の内容については、募集要領Ｐ.３を参照してください。
・補助対象経費には、各区分の合計額を記載してください。
・支出内容には、内訳を具体的に記載してください（アルバイトの給料、印刷代など）。
・補助対象事業の実施に不可欠であり、かつ支出の最たる目的が補助対象事業である経費が補助の対象となり
ます。
・収入と支出における※１、２については、それぞれ金額を一致させること。
４　添付書類
・（様式１－２）事業計画書
・（様式１－５）反社会的勢力排除に関する誓約書
